
 

 

 

 

第 10 回 

 

 

熊本県議会 

 

総務常任委員会会議記録 
 

 

平成26年２月20日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 中 

 

 

場所 全 員 協 議 会 室 



第10回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成26年２月20日) 

 

 - 1 -

 

   第 10 回   熊本県議会  総務常任委員会会議記録 

 

平成26年２月20日（木曜日） 

            午前10時０分開議 

            午前11時20分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成25年度熊本県一般会計補

正予算（第５号） 

 議案第３号 平成25年度熊本県収入証紙特

別会計補正予算（第１号） 

 議案第11号 平成25年度熊本県市町村振興

資金貸付事業特別会計補正予算（第１

号） 

 議案第15号 平成25年度熊本県公債管理特

別会計補正予算（第１号） 

 議案第21号 平成25年度熊本県一般会計補

正予算（第６号） 

 報告第４号 熊本県国民保護計画変更の報

告について 

――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

        委 員 長 山 口 ゆたか 

        副委員長 橋 口 海 平 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 氷 室 雄一郎 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 髙 木 健 次 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

       危機管理監 五 嶋 道 也 

  首席審議員兼秘書課長 山 口 達 人 

  首席審議員兼広報課長 坂 本   浩 

    危機管理防災課長 岡 田   浩 

  知事公室付政策調整監 白 石 伸 一 

総務部 

         部 長 岡 村 範 明 

 理事兼県央広域本部長兼 

    市町村・税務局長 楢木野 史 貴 

       政策審議監 木 村   敬 

      総務私学局長 吉 田 勝 也 

  首席審議員兼人事課長 金 子 徳 政 

        財政課長 福 島 誠 治 

    県政情報文書課長 本 田 雅 裕 

総務事務センター長 古 谷 秀 晴 

        管財課長 吉 永 一 夫 

首席審議員兼私学振興課長 仁 木 徳 子 

     市町村行政課長 

 兼県央広域本部総務部長 原     悟 

     市町村財政課長 髙 山 寿一郎 

      消防保安課長 田 原 牧 人 

         税務課長 渡 辺 克 淑 

企画振興部 

         部 長 錦 織 功 政 

         理事兼 

   交通政策・情報局長 小 林   豊 

総括審議員兼政策審議監 内 田 安 弘 

地域・文化振興局長 田 中 浩 二 

        企画課長 小 原 雅 晶 

     地域振興課長兼 

  県央広域本部振興部長 吉 田   誠 

      文化企画課長 吉 永 明 彦 

       政策監兼 

文化・世界遺産推進室長 本 田   圭 

川辺川ダム総合対策課長 福 山 武 彦 

      交通政策課長 中 川   誠 

      情報企画課長 家 入   淳 

       統計調査課長 池 田 正 人 

出納局 
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  会計管理者兼出納局長 伊 藤 敏 明 

        会計課長 福 島   裕 

      管理調達課長 前 野   弘 

人事委員会事務局 

         局 長 鷹 尾 雄 二 

        総務課長 吉 富   寛 

       公務員課長 與 田   博 

監査委員事務局 

         局 長 本 田 惠 則 

   首席審議員兼監査監 富 永 正 純 

         監査監 草 野 武 夫 

         監査監 瀬 戸 浩 一 

議会事務局 

         局 長 長 野 潤 一 

     次長兼総務課長 後 藤 泰 之 

        議事課長 佐 藤 美智子 

      政務調査課長 新   義 明 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 井   隆 彦 

     政務調査課主幹 桑 原 博 史 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○山口ゆたか委員長 それでは、ただいまか

ら第10回総務常任委員会を開会します。 

 まず、本日の委員会に９名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。 

 これから、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。なお、審査を効率よく進めるため、執行

部の説明は着座のまま簡潔に行ってくださ

い。 

 それでは、総務部長から総括説明をお願い

します。 

 

○岡村総務部長 おはようございます。 

 今回提案しております議案の概要について

御説明申し上げます。 

 一般会計補正予算につきましては、まず議

案第１号といたしまして、昨年７月から実施

しております国家公務員に準じました給与削

減への対応や今後の執行見込みの精査により

ます292億8,100万円の減額を行いますととも

に、議案第21号といたしまして、今月６日に

成立いたしました国の好循環実現のための経

済対策に対応します268億8,700万円の予算を

追加し、合わせて23億9,400万円の減額とな

る補正予算を計上させていただいておりま

す。 

 この後、予算関係議案の総括的な説明につ

きましては財政課長から、また詳細な内容等

につきましては各課長からそれぞれ御説明申

し上げますので、御審議のほどどうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 

○山口ゆたか委員長 次に、財政課長から、

平成25年度２月補正予算の概要等について説

明をお願いします。 

 

○福島財政課長 財政課でございます。 

 Ａ４横の総務常任委員会説明資料をお願い

します。資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 ２月補正予算の概要です。 

 今回の補正予算は、昨年７月から実施して

おります給与削減への対応や今後の執行見込

みの精査による補正を行うとともに、国の好

循環実現のための経済対策に対応した予算を

計上しております。 

 この結果、全体では24億円の減額補正とな

り、補正後の予算規模は7,378億円となりま

す。 

１、補正予算の規模ですが、(1)の通常分

が292億円余の減額、(2)の経済対策分が268

億円余の増額となります。 

 ２の補正予算の主な内容ですが、(1)通常

分は、国家公務員に準じた給与削減分のほ
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か、復興関連予算で造成された基金につきま

して、今回の経済対策で代替財源が確保され

たことに伴う国庫返納金や昨年度の緊急経済

対策で措置された地域の元気臨時交付金の追

加交付に伴う地域の元気基金への追加造成で

ございます。 

 次に、(2)経済対策分は、農林水産関係、

土木関係などの公共事業等の事業実施や８つ

の基金の積み立て及び事業活用でございま

す。 

 ２ページをお願いします。 

 ３ページにかけまして、一般会計のほか、

特別会計及び企業会計ごとの補正予算の内訳

を記載しております。それぞれ所管の委員会

で御審議をいただきます。 

 ４ページをお願いします。 

 一般会計の歳入予算の内訳を記載しており

ます。 

 １の県税から５の地方交付税につきまして

は、最終見込み額に合わせた補正でございま

す。 

 ５ページの９の国庫支出金と、少し飛びま

して15の県債につきましては、通常分では国

庫内示減等に伴い減額する一方、経済対策分

は事業追加に伴う増額となります。 

 少し戻って12の繰入金では、最終的な財源

調整としまして、地域の元気基金や県債管理

基金からの繰入金を増減するとともに、今回

の経済対策で積み増す森林整備促進及び林業

等再生基金などを活用した事業に充てること

としております。 

 ６ページをお願いします。 

 歳出予算の内訳になります。 

 まず、１の一般行政経費の(1)人件費の通

常分につきましては、給与削減及び退職手当

の減などでございます。また、(2)の扶助費

及び(3)の物件費の通常分は、事業費の確定

等に伴う減額です。(4)その他ですが、通常

分につきましては地域の元気基金の追加造成

など、また、経済対策分は森林整備促進及び

林業等再生基金を初め８つの基金の積み増し

等による増額でございます。 

 ７ページに移りまして、２の投資的経費で

すが、通常分につきましては国庫補助の内示

減などによる減、経済対策分は土木関係など

の公共事業や基金活用による事業を計上して

おります。それぞれ説明欄に補正額に係る主

な事業を記載しております。 

 ３の公債費につきましては、借入利子の減

などによる減額でございます。 

 次に、８ページをお願いします。 

 地方債の補正の概要です。８ページ、９ペ

ージが通常分の補正、10ページ、11ページが

経済対策分の補正でございます。 

 以上が２月補正予算の概要でございます。

よろしくお願い申し上げます。 

 

○山口ゆたか委員長 次に、各課の説明に入

ります。 

 まず、人事課長から各課に共通する職員給

与費について説明を求め、関係課長等から職

員給与費以外の項目について順次説明をお願

いします。 

 

○金子人事課長 人事課でございます。 

 各課からの説明に先立ちまして、今回補正

をお願いしております職員給与費につきまし

て、各課に共通する事柄でございますので、

一括して人事課の例で御説明させていただき

ます。 

 説明資料の18ページをお願いいたします。 

 上段に記載の一般管理費でございますが、

今回、人事課におきましては、2,610万円余

の職員給与費の減額補正をお願いしておりま

す。 

 減額の要因は２点ございます。１点目は、

今年度の特殊要因ですが、昨年７月からの給

与削減措置による減額でございます。２点目

は、例年の要因ですが、職員数等の変動によ

るものです。 
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 当初予算では、平成25年１月１日時点で在

籍している職員の給与をもとに算定しており

ます。その後、４月の組織改編や人事異動等

により職員数等に変動が生じております。予

算と実際の給与費に差異が生じておりますの

で、今回現状に合わせて補正をお願いするも

のでございます。 

 以下、各課の職員給与費に係る補正予算に

つきましても、人事課と同様でございますの

で、各課からの説明につきましては省略させ

ていただきます。 

 以上でございます。 

 

○坂本広報課長 広報課でございます。 

 説明資料の14ページ、上段をお願いいたし

ます。 

 広報費について、578万円余の減額をお願

いしております。これは、所要見込み額を精

査した結果、不用額が生じたことによるもの

です。 

 続いて、14ページ、下段をごらんくださ

い。 

 債務負担行為の追加でございます。 

 首都圏広報業務について、平成26年度に1,

600万円余を限度額として計上しておりま

す。 

 これは、首都圏メディアにさまざまな素材

を提供してパブリシティーにつなげるパブリ

シティーサポート業務委託、銀座熊本館のＡ

ＳＯＢＩ・Ｂａｒ運営委託などについて、新

年度も４月１日から継続して実施する必要が

あるため、債務負担行為の設定をお願いする

ものです。 

 次に、15ページをお願いいたします。 

 広報関係業務の委託料に係る債務負担行為

の変更でございます。 

 広報関係業務のうち、広報誌作成、テレビ

広報及びＷＥＢ活用広報の３つの事業につい

ては、契約の締結までに相当の期間を要する

ことから、さきの12月議会において、5,700

万円余を限度額として債務負担行為の設定を

御了承いただいたところです。 

 今回は、ラジオ広報と広報誌の各戸への配

布業務及び県広報誌の点字版、録音版の作成

について、年度内に契約締結を行う必要があ

ることから、これらに要する経費を加えた8,

400万円余に限度額の変更をお願いするもの

です。 

 広報課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○岡田危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 説明資料の16ページをお願いいたします。

下段の表をごらんください。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 これは、防災行政無線の中継所等の用地賃

借の期間が今年度末で満了する２カ所につき

まして、来年度以降も引き続き賃借するた

め、債務負担行為の設定をお願いするもので

ございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○金子人事課長 人事課でございます。  

 資料の18ページをお願いいたします。 

 上の表の下段、人事管理費でございます。

１億9,350万円余の減額補正をお願いするも

のでございます。 

 これは、退職見込み者数の減に伴い、当初

予算額から退職手当支給額が減少することが

見込まれたことから、今回退職手当の減額補

正を行うものでございます。 

 続きまして、下の表ですが、債務負担行為

の追加でございます。 

 副知事及び各部長秘書を委託業者からの派

遣職員により実施している秘書事務委託業務

について、177万2,000円の債務負担行為の設

定をお願いするものでございます。 

 これは、平成26年４月からの消費税引き上
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げに伴い、委託料の消費税増税分として平成

26年度に88万8,000円、平成27年度に88万4,0

00円が必要となることから、今回債務負担行

為の設定を行うものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○福島財政課長 財政課でございます。 

 19ページをお願いします。 

 ２段目の財政管理費ですが、152億円余の

増額をお願いしております。説明欄をごらん

ください。 

 １の財政管理費は、市町村からの派遣職員

の負担金等でございます。４の県有施設整備

基金は、臨時的な土地の売却、具体的には城

南工業団地でございますが、その売却収入を

積み立てるものでございます。次に、５の県

債管理基金は、地方財政法に基づき、平成24

年度からの繰越金の２分の１の額を積み立て

るものです。また、６は、追加交付された地

域の元気臨時交付金を原資とする地域の元気

基金への積み立てでございます。 

 ３段目の元金及びその次の利子は、県債に

係る元金、利子及び公債管理特別会計への繰

出金の最終見込み額に応じて補正を行うもの

です。利子の14億6,000万円余の減額は、借

入利率が当初見込みの利率を下回ったことに

よるものです。 

 最下段の公債諸費は、発行手数料の減によ

るものです。 

 20ページをお願いします。 

 公債管理特別会計でございます。 

 市場公募債と借換債に係る発行と償還等の

経理を一般会計と区別するために設けている

会計でございます。こちらにつきましても、

最終見込み額に応じて補正を行うものでござ

います。 

 次に、下段の債務負担行為ですが、これ

は、起債管理システムの保守経費につきまし

て、年度内に契約を行うため債務負担行為の

設定をお願いするものです。 

 以上、よろしく御審議をお願い申し上げま

す。 

 

○古谷総務事務センター長 総務事務センタ

ーでございます。 

 資料の22ページをお願いいたします。 

 上から２段目の人事管理費でございますけ

れども、2,660万円余の減額をお願いしてお

ります。 

 内訳は右側の説明欄でございますが、１の

人事管理費のうち(1)の総務事務センター運

営費は、非常勤職員の減に伴う減額、(2)の

庶務事務システム運用は、庶務事務システム

の保守管理に要する経費の執行残に伴う減額

でございます。 

 また、２の職員福利厚生費は、福利厚生事

業の事業費確定に伴う減額、３の児童手当

は、対象児童数の減少による減額をお願いし

ております。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○吉永管財課長 管財課でございます。 

 説明資料の23ページをお願いします。 

 まず、中段の財産管理費でございますが、

1,400万円余の減額補正と財源更正をお願い

しております。説明欄をごらんください。 

 １の財産管理費の財源更正でありますが、

これは、災害共済金の給付額が確定し、増額

したことに伴い、これを特定財源として増額

し、増額の一般財源を減額するものでござい

ます。 

 ２の財産管理処分費の500万円余の減額で

ございますが、これは普通財産の処分に係る

測量費等の執行残によるものでございます。 

 ３の庁舎等管理費の財源更正は、自動販売

機の設置のための庁舎貸付料が公募の結果当

初よりふえたことなど、庁舎使用料等が増加

したことに伴い、これを特定財源として増額
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し、一般財源を減額するものでございます。 

 ４の財産利活用推進費の900万円余の減額

でございますが、これは、本年度県有施設の

劣化等を把握し、施設評価をするための施設

手法開発を行っておりますが、この業務委託

の入札残に伴う執行残でございます。 

 次に、下の段の地域振興局費で1,900万円

余の減額をお願いしております。説明欄をご

らんください。 

(1)の地域振興局管理運営費で500万円余、

(2)の総合庁舎維持補修費で1,400万円余、い

ずれも庁舎管理に関します業務委託の入札残

でございますが、執行残として減額をお願い

しております。 

 次に、24ページをお願いします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 これは、地域振興局の局長宿舎等の借り上

げ等に係る経費につきまして、債務負担行為

の設定をお願いするものでございます。 

 管財課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○仁木私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 説明資料の25ページをお願いいたします。 

 私学振興費につきましては、３億3,200万

円余の減額をお願いしております。右側の説

明欄をごらんください。 

 ２の私学振興助成費のうち(1)の私立高等

学校等経常費助成費補助でございますが、対

象生徒数が当初見込みを上回ったことによる

もので、3,000万円余を増額するものでござ

います。(2)の私立高等学校授業料等減免補

助でございますが、対象生徒数が当初見込み

を下回ったことによるもので、500万円余を

減額するものでございます。また、通常分に

加えまして、経済対策分として新たに1,200

万円余が高校生就学支援基金で措置されたこ

とに伴い、所要の財源更正を行っておりま

す。(3)の熊本時習館私学サポート事業は、

所要見込み額の精査による減額でございま

す。(4)の私立高等学校等就学支援金事業で

ございますが、対象生徒数が当初見込みを下

回ったことによるもので、5,400万円余を減

額するものでございます。(5)の熊本時習館

海外大学進学支援事業は、国庫内示額の減に

よるもので、89万円を減額するものでござい

ます。(6)の熊本時習館私学支援事業から(8)

の熊本時習館海外チャレンジ推進事業は、所

要見込み額の精査による減額でございます。

なお、(7)の私立学校施設耐震化促進事業に

ついては、主に当初予定していた高校２校の

耐震補強、耐震改築工事の実施が26年度に延

期されたことによるもので、２億8,300万円

余を減額するものでございます。 

 次に、下段の債務負担行為の追加について

でございますが、熊本時習館構想関連の３事

業について、債務負担行為の設定をお願いす

るものでございます。 

 まず１つ目は、熊本時習館特別支援相談員

派遣事業でございます。 

 これは、発達障害の専門家が、県発達障害

者支援センター等関係機関と連携しながら、

各私立学校を訪問し、教職員研修や発達障害

のある生徒に関する助言、関係機関との調整

等の支援を行うものでございます。新入学生

の受け入れや進級時であります４月から支援

を開始するため、債務負担行為を設定するも

のでございます。 

 ２つ目は、熊本時習館スクールソーシャル

ワーカー派遣事業でございます。 

 これは、不登校やいじめなどの課題を抱え

る私立学校の生徒、家庭、学校を支援するた

め、スクールソーシャルワーカーを派遣する

ものでございます。特別支援相談員派遣事業

と同じく、新入学生の受け入れや進級時であ

ります４月から支援を開始するため、債務負

担行為を設定するものでございます。 

 ３つ目は、熊本時習館海外チャレンジ推進

事業でございます。 
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 これは、将来の熊本を支えるグローバルな

人材を育成するため、中高生に英語力向上の

ためのＷＥＢ講座や実践的な進学指導などを

行う海外チャレンジ塾を実施し、海外大学進

学や留学を総合的に支援するものでございま

す。 

 海外進学のためには、切れ目のない英語力

向上に向けた指導が必要であり、４月から継

続して生徒支援を実施するため、債務負担行

為を設定するものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○原市町村行政課長 市町村行政課でござい

ます。 

 資料の26ページをお願いします。 

 まず、４段目の自治振興費でございます。 

 説明欄(1)の自治振興支援費は、市町村へ

移譲しておりますパスポート交付事務等の権

限移譲交付金が確定しましたことにより、1,

224万1,000円を減額するものでございます。 

 次に、その下段(2)の市町村自治宝くじ交

付金は、市町村交付金の対象となっておりま

すサマーとオータムの２つのジャンボ宝く

じ、これの25年の販売額が確定しましたこと

により、１億2,337万6,000円を減額するもの

でございます。 

 下段、(3)の住民基本台帳ネットワークシ

ステムの推進事業、(4)の住民基本台帳ネッ

トワークシステム機器更改等事業は、それぞ

れ住基ネットの指定情報処理機関への委託事

業の確定に伴い、それぞれ2,082万円余、1,3

53万円余を減額するものでございます。 

 最下段でございます。 

 参議院議員選挙費につきましては、昨年７

月の参議院議員通常選挙の執行経費におきま

して、市町村分の交付金等が確定しましたこ

とに伴い、１億5,894万円余を減額するもの

でございます。 

 市町村行政課は以上でございます。よろし

く御審議をお願いします。 

 

○髙山市町村財政課長 市町村財政課でござ

います。 

 資料の27ページをお願いいたします。 

 初めに、上段の表、一般会計分の２段目、

自治振興費でございます。右側の説明欄をお

願いいたします。 

(1)の自治振興支援費でございますが、こ

れは経費節減に伴い事務費を155万6,000円減

額するものでございます。(2)の市町村交流

職員給与等負担金でございますが、これは市

町村交流職員４名分の人数と給与等が確定い

たしまして、313万1,000円を増額するもので

ございます。 

 次に、下段の表の市町村振興資金貸付事業

特別会計をお願いいたします。 

 上の段の市町村振興資金貸付金でございま

すが、これは市町村等からの借り入れ要望額

が減少したことに伴いまして、１億円を減額

するものでございます。 

 次に、２段目の一般会計繰出金でございま

す。 

 これは、一般会計への繰り出し先の事業で

あります消防広域化推進事業が減額されたこ

とに伴いまして、2,181万円を減額するもの

でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○田原消防保安課長 消防保安課でございま

す。 

 説明資料の28ページをお願いいたします。 

 ２段目の消防指導費につきまして、1,335

万円余の減額をお願いしております。説明欄

をごらんください。 

 ２の消防費のうち(1)火災予防費及び(2)危

険物取締指導費につきまして、保安講習につ

きまして委託して実施をしておりますが、講

習受講者が見込みよりふえたことによります
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委託料等の増でございます。(3)の消防広域

化推進事業につきましては、消防の広域化を

予定しております熊本市と高遊原南消防本部

管内の市町村に交付するものですが、交付団

体の本年度の執行額が予定より少なかったた

めに、執行残見込みを減額するものでござい

ます。 

 次に、下段の債務負担行為の設定でござい

ますが、防災消防ヘリコプター「ひばり」を

26年４月１日から運航するために、運航管理

委託並びに航空保険につきまして、本年度中

に契約を締結しておく必要がございますこと

から、9,517万円余の債務負担行為の設定を

お願いするものでございます。 

 以上、御審議をよろしくお願いいたしま

す。 

 

○渡辺税務課長 税務課でございます。 

 資料の29ページをお願いいたします。 

 まず、１段目の税務総務費でございます

が、１億7,391万円余の減額をお願いしてお

ります。 

 このうち、説明欄３のふるさとくまもと応

援寄附基金積立金の1,676万円余の増額は、

寄附金の受け入れ実績の増加等によるもので

ございます。 

 次に、２段目の賦課徴収費でございます

が、５億91万円余の減額をお願いしておりま

す。 

 説明欄１の公金取扱費1,208万円余の増額

は、市町村に交付する個人県民税徴収取扱費

の納税義務者数の増加に伴う増額等によるも

のでございます。 

 同じく、説明欄２の県税過誤納還付金５億

1,300万円の減額は、法人の確定申告が中間

申告を下回った場合などに発生いたします還

付金が、当初の見込みを下回ったことによる

ものでございます。 

 ３段目のゴルフ場利用税交付金から次の30

ページにかけましては、法令によって支出す

ることとされております税収に伴う市町村へ

の交付金及び他の都道府県への精算金につき

まして、所要額に応じて補正を行うものでご

ざいます。 

 次に、30ページの下段でございますが、自

動車税納付促進広報業務に係る債務負担行為

の追加でございます。 

 これは自動車税を納期内に納税していただ

くための広報を委託によって行うものでござ

いますが、税の納期が５月１日からとなって

おり、年度内に事業に着手する必要があるた

め、337万円余の債務負担行為の設定をお願

いするものでございます。 

 税務課は以上でございます。よろしく御審

議をお願いいたします。 

 

○小原企画課長 企画課でございます。 

 説明資料32ページをお願いいたします。下

段の表でございます。 

 東京事務所職員宿舎等賃借及び銀座熊本館

運営業務に係る債務負担行為の設定をお願い

しております。 

 これは、新年度に東京で勤務する職員のた

めの借り上げ宿舎の契約、都道府県会館への

管理料等の負担及び銀座熊本館での県産品展

示やＰＲのための委託を年度内に契約する必

要があるため、債務負担行為を設定するもの

でございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○吉田地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 説明資料の33ページをお願いいたします。 

 計画調査費で5,848万円余の減額をお願い

しております。 

 まず、１の企画推進費で6,196万円余の減

額をお願いしております。 

 (1)の「環境首都」水俣・芦北地域創造事

業につきましては、事業費の確定に伴う補助



第10回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成26年２月20日) 

 - 9 -

金の減によるものです。(2)の「環境首都」

水俣・芦北地域創造事業につきましては、水

俣市が行う湯の鶴温泉保健センターの改修等

に対する補助でございます。これは、国の経

済対策に対応し、26年度に予定していた事業

を前倒しして実施されるものでございます。

(3)の地域づくり“チャレンジ”推進事業に

つきましては、執行残１億5,000万円につい

て減額をお願いするものでございます。今年

度、計３回の募集を行い、市町村や地域住民

等の自主的な取り組みに対して、61件、約8,

300万円を、また、市町村域を越えて広域連

携の取り組みに対して、８件、約5,200万円

を支援しておりましたが、今回その執行残の

減額をお願いしております。 

 次に、２の国庫支出金返納金につきまして

は、過年度交付金の確定に伴う国庫返納金で

ございます。 

 下段をごらんください。 

 繰越明許費でございますが、「環境首都」

水俣・芦北地域創造事業における水俣市及び

津奈木町への補助金計１億5,840万円につい

て、繰り越しの設定をお願いするものでござ

います。 

 その内訳としましては、ただいま御説明し

ました経済対策分として実施する湯の鶴温泉

保健センターの改修等１億2,600万円のほ

か、津奈木川における歩行者用の橋梁等の整

備3,240万円について、橋梁の整備に合わせ

一体的な整備を予定していた水道管の設置場

所に対する検討に時間を要したことから、年

度内の終了が見込めなくなり、翌年度に繰り

越しを行うものです。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○吉永文化企画課長 文化企画課でございま

す。 

 説明資料の34ページをお願いいたします。 

 松橋収蔵庫サテライト事業について、380

万円余の減額補正でございます。 

 松橋収蔵庫サテライト事業は、現在リニュ

ーアル中の熊本市立熊本博物館内に松橋収蔵

庫の所蔵資料を活用した展示を行うものであ

り、本年度当初予算で実施設計を行っており

ました。その後、熊本市立熊本博物館のリニ

ューアルについて、市が特別史跡の保護の観

点から見直しを行っていることに伴いまし

て、本サテライトの実施設計についても変更

せざるを得なくなったことに伴う減額でござ

います。 

 次に、県立劇場管理運営業務2,100万円余

についての債務負担行為の設定でございま

す。 

 県立劇場の管理運営業務につきましては、

平成24年度から28年度まで、５年間の指定管

理委託をしておりますけれども、本年４月か

ら消費税が８％になることに伴い、新たに債

務の負担をお願いするものでございます。 

 最後に、松橋収蔵庫広場整備事業850万円

余についての繰越明許費でございます。 

 本年度９月議会におきまして、松橋収蔵庫

敷地内広場整備に係る実施設計費を予算計上

して、現在実施設計を行っておりますけれど

も、埋蔵文化財の敷地調査などに時間を要

し、設計の完了が来年度に若干かかる見通し

であることから、今回繰越明許費の設定をお

願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 

○福山川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。 

 資料の35ページをお願いします。 

 計画調査費として１億1,494万円余の減額

をお願いしております。説明欄により御説明

いたします。 

 まず、１の川辺川総合対策費の五木村振興

交付金交付事業ですが、これは10億円の基金

を財源としたソフト事業50億円の財政支援に

基づく基盤整備事業の経費を村に交付するも



第10回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成26年２月20日) 

 - 10 -

のです。 

 今回お願いします１億1,504万円余の減額

は、今年度予定していました水没予定地内の

多目的広場整備事業の一部が、国との調整に

時間を要し、平成26年度に実施することにな

ったことなど、基盤整備事業の所要見込み額

の減に伴うものでございます。 

 次に、２の五木村振興基金積立金につきま

しては、運用利息の確定等に伴い、10万円余

の増額でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 資料の36ページをお願いいたします。 

 計画調査費で8,800万円余の減額をお願い

しております。説明欄をごらんください。 

 まず、１の交通整備促進費でございます。 

 (1)の並行在来線対策事業につきまして

は、肥薩おれんじ鉄道運行支援対策事業にお

ける事業費の確定による県補助金6,000万円

余の減額でございます。(2)の「環境首都」

水俣・芦北地域創造(駅整備等推進)事業につ

きましては、国の緊急経済対策の事業でござ

いまして、水俣・芦北地域の振興のため水俣

市が行う肥薩おれんじ鉄道水俣駅整備のため

の補助5,600万円の増額でございます。 

 次に、２の空港整備促進費でございます。 

 (1)の阿蘇くまもと空港国際線振興対策事

業につきましては、事業費の確定による阿蘇

くまもと空港国際線振興協議会への県負担金

3,300万円余の減額でございます。(2)の阿蘇

くまもと空港直轄事業負担金につきまして

は、国直轄事業の減額に伴う県負担金5,600

万円余の減額でございます。 

 ３の国庫支出金返納金につきましては、平

成24年度補助金の交付額確定に伴う国庫返納

金でございます。 

 次に、下段をごらんください。 

 繰越明許費でございます。 

 「環境首都」水俣・芦北地域創造(駅整備

等推進)事業につきましては、5,600万円の繰

り越しの設定をお願いしております。これは

国の緊急経済対策の事業でございまして、年

度内の事業終了を見込むことができないた

め、繰り越しの設定をお願いするものでござ

います。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○家入情報企画課長 情報企画課でございま

す。  

 資料の37ページをお願いいたします。 

 上の表の１段目の人事管理費でございます

が、5,800万円余の減額をお願いしておりま

す。 

 内訳としましては、右の説明欄に記載して

おりますとおり、ホストコンピューター関連

の入札残、パソコン調達に係る入札残及び各

種情報システム管理運営に係る入札残等に伴

う減額でございます。 

 次に、３段目の計画調査費でございます

が、2,500万円余の減額をお願いしておりま

す。 

 内訳といたしましては、同じく説明欄の

(1)熊本県総合行政ネットワーク管理運営事

業につきましては、ネットワーク機器修理費

等の入札残による減、それから、(2)のスマ

ートひかりタウン熊本推進事業につきまして

は、委託事業の入札残に伴う減額でございま

す。 

 以上、合計9,600万円余の減額補正をお願

いしております。 

 次に、下段をお願いいたします。 

 計画調査費としまして３億2,600万円の繰

越明許費の設定をお願いしております。 

 これは市町村が実施します携帯電話基地局

整備事業に対して行う国費を財源とする補助

事業でございますが、今年度は経済対策等に
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よる工事の発注が多く、業者が対応できず、

整備を予定していた八代市及び五木村ともに

それぞれ２回ずつ入札を行い、特に２回目に

つきましては、指名業者を変えたり、指名数

をふやしたり、あるいは業者の所在地を地域

から県全体に広げるなどしましたが、不調と

なり、年度内に事業が終了しないため、繰り

越しの設定をお願いするものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○池田統計調査課長 統計調査課です。 

 資料の38ページをお願いいたします。 

 ２段目、委託統計費として1,954万4,000円

の減額を計上しています。これは国から委託

を受けて実施いたします統計調査に係る国庫

委託金の内示増減及び平成24年度国庫委託金

精算に伴います不用額返納分の増額でござい

ます。内訳は説明欄をごらんください。 

 毎年実施しております経常調査10事業分と

して合計で442万3,000円の減、５年ごとに実

施しております漁業センサスなどの周期調査

６事業分として合計で1,643万3,000円の減、

また、前年度の国庫委託金精算に伴います返

納として、平成24年度毎月勤労統計調査及び

学校基本調査など、131万2,000円の増額でご

ざいます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○福島会計課長 会計課でございます。 

 資料の40ページをお願いいたします。 

 まず、上段の一般会計でございます。 

 ２段目の利子を900万円減額するものでご

ざいます。これは、歳計現金が不足したとき

に行います一時借り入れにつきまして、借入

金利の低下等により借入利子が当初想定より

も低下したためでございます。 

 次に、中段の熊本県収入証紙特別会計をお

願いします。 

 一般会計繰出金を２億円減額するものでご

ざいます。これは証紙による手数料等の収入

が当初見込みより少なかったためによるもの

でございます。 

 以上でございます。よろしく審議のほどお

願いいたします。 

 

○前野管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 資料の41ページをお願いします。 

 知事部局、教育委員会、警察本部の本庁及

び出先機関で契約します業務のうち、共通的

な４業務に係る債務負担行為につきまして

は、管理調達課で御審議をお願いしておりま

す。 

 まず、41ページの債務負担行為の追加でご

ざいます。 

 ４月から消費税増税に対応するために、年

度内に変更契約を行う必要があるものにつき

まして、増額分を計上しております。 

 上段の県有施設等管理業務でございます

が、限度額4,300万円余の追加でございま

す。主なものは庁舎清掃や警備業務などでご

ざいます。 

 ２番目の給食業務でございますが、100万

円余の追加でございます。主なものは警察学

校などの給食でございます。 

 ３番目に、情報処理関連業務でございます

が、1,100万円余の追加でございます。主な

ものは電子入札システム運用保守などでござ

います。 

 最下段の事務機器等賃借でございますが、

限度額2,900万円余の追加でございます。主

なものはパソコンや各種システムの機器など

のリースでございます。 

 続きまして、資料の42ページをお願いいた

します。 

 債務負担行為の変更でございます。 

 平成26年４月から役務の提供を受けるた

め、年度内に入札等の契約手続を進める必要
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があるものにつきまして御審議をお願いする

ものでございます。 

 上段の県有施設等管理業務でございます

が、限度額33億7,800万円余から限度額39億

6,000万円余へ、５億8,000万円余の増額でご

ざいます。庁舎清掃や警備業務などが主なも

のでございます。 

 ２段目の給食業務でございますが、限度額

２億6,900万円余から３億300万円余へ、3,30

0万円余の増額でございます。主なものは特

別支援学校の給食などでございます。 

 次に、３段目の情報処理関連業務でござい

ますが、４億4,700万円余から限度額11億4,6

00万円余へ、６億9,800万円余の増額でござ

います。主なものは県税システムや総合財務

会計システムなどのシステム運用及び維持管

理に係る業務委託分でございます。 

 最下段の事務機器等賃借でございますが、

限度額22億4,200万円余から限度額24億5,500

万円余へ、２億1,300万円余の増額でござい

ます。主なものはホストコンピューターの機

器のリース分などでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○吉富人事委員会事務局総務課長 人事委員

会事務局でございます。 

 資料の43ページをお願いいたします。 

 人事委員会事務局全体といたしまして1,48

3万円の減額補正をお願いしております。 

 まず、委員会費につきましては、人事委員

会委員３人の報酬について、活動実績を踏ま

えて減額するものでございます。 

 次に、事務局費につきましては、公平審査

事務に係る経費の執行残見込みを減額するも

のでございます。 

 次に、下段の債務負担行為の設定につきま

しては、職員等採用試験案内の作成業務につ

いてお願いしております。 

 これは、平成26年度に実施します採用試験

の受験者確保に向けて、試験内容の早期周知

を図るため、年度当初に試験案内の作成をし

配付する必要があり、債務負担行為の設定を

お願いするものでございます。 

 以上でございます。御審議をよろしくお願

いいたします。 

 

○富永監査委員事務局監査監 監査委員事務

局でございます。 

 44ページをお願いいたします。 

 上の表の上段の委員費でございますが、委

員に係る報酬としまして34万円の増額をお願

いしております。これは委員の実地監査の実

績増に伴うものでございます。 

 以上、御審議よろしくお願いいたします。 

 

○後藤議会事務局次長 議会事務局でござい

ます。 

 44ページをお願いいたします。 

 上段の議会費でございますが、7,432万1,0

00円の減額をお願いしております。これは、

海外行政視察未実施等による旅費等の減や、

議員辞職に伴う議員報酬及び政務活動費の減

でございます。 

 下段の事務局費でございますが、646万7,0

00円の増額をお願いしております。これは、

定期異動に伴う職員給与費の増額、また、工

事費の入札残に伴う減額でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○岡田危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 説明資料の45ページをお願いいたします。 

 国民保護法の規定に基づく熊本県国民保護

計画の変更について御報告いたします。 

 説明につきましては、51ページ、最後のペ

ージになりますが、変更報告の概要を記載し

ておりますので、そちらのほうで説明をさせ

ていただきます。 
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 まず、１の趣旨でございますが、熊本県国

民保護計画は、国民保護法に基づき、平成18

年１月に作成いたしました。平成25年３月に

国の基本方針が変更されたことなどに伴い変

更案を作成し、昨年12月に総務大臣を経由し

て内閣総理大臣へ協議をいたしております。

本年２月７日に変更について異議がないとす

る閣議決定がなされましたので、今回、本県

計画を変更し、県議会へ報告させていただく

ものでございます。 

 次に、２の主な変更内容ですが、全部で４

点ございます。(1)から(3)は、国の基本指針

が変更されたことなどに伴い変更するもので

ございます。また、(4)につきましては、計

画記載事項について、本県個別の理由により

状況の変化がありましたので、変更を行うも

のでございます。 

 まず、(1)ですが、武力攻撃事態等におけ

る警報など、国から自治体、住民へ緊急時の

情報伝達手段として、緊急情報ネットワーク

システム、Ｅｍ－Ｎｅｔや全国瞬時警戒シス

テム、Ｊ－ＡＬＥＲＴなど、新たに計画に位

置づけたものであります。 

 次に、(2)でありますが、武力攻撃事態等

の状況で、都道府県区域を越えて住民を避難

させ、避難先の都道府県に避難住民の輸送手

段の確保などをお願いする場合は、安全確保

の責務を明確にするため、原則として、避難

先の知事に対しまして事務委託を行う旨の規

定を追加したものであります。 

 次に、(3)でありますが、大規模集客施設

などからの滞在者等の避難が円滑に実施でき

るよう、知事は当該施設管理者と連携して必

要な対策をとる旨の規定を追加しておりま

す。 

 最後に、(4)ですが、本県と九州電力にお

きまして、平成25年３月までに、川内及び玄

海の原子力発電所に係る防災情報等の連絡に

関する覚書を締結いたしましたので、放射性

物質などの放出等に関する情報の収集先に電

気事業者を追加いたしております。 

 報告は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

 

○山口ゆたか委員長 以上で説明が終了しま

した。議案等について質疑を受けたいと思い

ます。 

 質疑はありませんか。 

 

○大西一史委員 私学振興課、25ページ、お

尋ねをいたします。 

 減額ですけれども、私学振興助成費が結構

な減額で、これは毎年いろいろ見込みが違っ

たりというようなことだろうと思いますが、

そのうち耐震化の促進事業で、さっきの御説

明だと、当初２校が25年度中にというような

お話が、実施できずに26年度へというような

お話なんですけれども、これはそれぞれ学校

名と、それからお幾らぐらいなのかというの

はわかりますかね。 

 

○仁木私学振興課長 ２校分でございまし

て、総額にしますと２億4,000万円ほどにな

ります。学校名に関しましては、まだ採択を

行っているわけでもございませんので、公表

のほうは控えさせていただければと思います

が、名前まで必要でしょうか。 

 

○大西一史委員 いや、どういう規模の学校

が、どのくらいの改修をされるのかなという

ことがあって、要は採択をされてないわけだ

から言えないということなんですかね。 

 

○仁木私学振興課長 現時点では、ちょっと

学校名まで申し上げるのは控えさせていただ

ければと思います。 

 改築とそれから補強ということで、２校そ

れぞれございますけれども、棟数にすると７

棟ございます。改築のほうは３棟で、補強の

ほうは４棟ございまして、補強のほうは約１
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億円、改築のほうは、補助金としては１億4,

000万ほどを見込んでおりました。 

 

○大西一史委員 じゃあ、２億8,326万7,000

円のうち２億4,000万がその２つの学校法人

の分だということで、その残りは4,000万ぐ

らいだということですかね。 

 

○仁木私学振興課長 そのとおりでございま

す。 

 

○大西一史委員 実は、昨年のこの２月補正

でも、これは8,000万ぐらいかな、見込み額

の精査による減ということになっていて、そ

のときは耐震診断が余り進んでいないから、

なかなか実際には改築なり補強なりというこ

とに手を挙げるところが少なかったというよ

うな御説明があっているわけですが、もうお

おむね耐震診断というのは、じゃあ今回の―

―去年よりもだから純粋に、まあこの２校分

を除けば4,000万ぐらいということは、去年

の執行残よりも半分ぐらいになっているとい

うことですから、そういう意味ではかなり進

んだというふうに理解してよろしいのかどう

なのかをお尋ねいたします。 

 

○仁木私学振興課長 今年度、当初予算で９

億5,000万円余を措置させていただいており

ますけれども、耐震診断で最終的には36棟、

それから耐震補強は６棟、それから耐震改築

は４棟で、合計の６億7,000万円余の交付決

定を行っております。そういうことで、耐震

診断に関しましては相当進んだかなというふ

うに思っております。 

 特に高校でございますけれども、高校は、

もう御承知のように規模も大きゅうございま

して、計画から実施までは３～４年かかると

いうのが通常ではないかというふうに思って

おりますけれども、大体多くの学校が25年度

で耐震診断を終えて、それから26、27で耐震

の工事に入っていくというようなことで、来

年度は相当工事が進むのではないかというふ

うに思っております。 

 

○大西一史委員 わかりました。 

 

○山口ゆたか委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩下栄一委員 人事課ですけれども、部長

秘書の外部委託ということがさっき説明があ

ったけれども、外部に委託する必要があるの

かどうかというのは１つあります。県庁には

優秀な職員がたくさんいるのに、何で部長秘

書を外部に委託するのかが１つの疑問点。そ

れで、秘密保護とか、そういう観点から考え

る必要はないのかというのもありますけれど

も、人事課長さん。 

 

○金子人事課長 従前は職員が秘書業務をや

っておりましたけれども、22年から、各秘書

については派遣職員のほうでするようになり

ました。１番は、費用の観点も一つありま

す。委託業務に出すと、１名当たり300万程

度で済むというのが…… 

 

○岩下栄一委員 下がっていると。 

 

○金子人事課長 あと、守秘義務関係につい

ては、委託契約の中で守秘義務関係について

担保できるような委託契約を結んでおります

ので、対応できるものと考えております。 

 以上でございます。 

 

○岩下栄一委員 経費削減の一環ということ

であればわからないでもないけれども、せっ

かくたくさん職員がいるのに、外部に委託す

る必要があるのかなと素朴な疑問が１つ。 

 それと、やっぱり今臨時職員というのはど

れくらいいるか知らないけれども、結局臨時

職員も外部委託ですね。そういう必要性がど
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こまであるのかなという疑問がございます。

答えは要りません。 

 

○氷室雄一郎委員 毎回同じ質問でございま

すけれども、地域振興課。 

 この地域チャレンジ推進事業で、３回募集

を行ったと。61件、8,300万、これはかなり

ふえているわけですけれども、もう１つ、こ

の１億5,000万減額、かなり大きな額をまた

減じておられるわけですけれども、広域連携

の取り組みのところが弱いのか、ここは他県

との連携が不十分なのか、この辺もう少し具

体的に説明していただけませんか。 

 

○吉田地域振興課長 先生にも以前御指摘を

いただいておりますけれども、本年度につい

ては、前年度比で言えば12件ふえておりま

す。額で言えば4,500万円ふえておるところ

でございますが、依然として１億5,000万の

不用という形になってございました。 

 いろいろと地域のお話を伺っているところ

ですね、なかなか取り組みに――以前も御説

明しましたが、地域によって取り組みに差が

出ているというところで、具体的な地域づく

りの方法がなかなか見い出せないとか、わか

らないとか、そういう声もありましたので、

ことしについては、講演会やセミナー、研修

会等々を行っているところでございます。 

 それで、先ほど、いわゆる地域づくりが少

ないのか、それとも広域連携的なところが少

ないのかというお話でしたが、そういった意

味では、スクラムチャレンジ、いわゆる広域

連携の部分についても、25年度については、

24年度からふえておりますので、もちろんも

っともっとふやしていかないといけないとい

うふうに思っておりますので、そこについて

は、26年度以降、もっとふやしていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○氷室雄一郎委員 それは同じ説明で、毎回

同じことをおっしゃっているわけですけれど

も、なかなかうまくいかないと。最初は滑り

出しの期間が少なくて、時間的な余裕もなか

ったということですが、またこういう形で出

てきたということは、私は、もっと取り組み

の具体性なり、また熱意なり、また工夫が必

要じゃないかということを毎回主張してきた

わけですけれども、特に先ほどおっしゃった

広域の連携につきましては、他県との情報交

換なり、県の関与というものが私は必要じゃ

ないかと思うわけですけれども、その辺につ

いては、みずからの反省点も踏まえて、まあ

何か毎回同じような質問で、同じ答えなんで

すけれども、県の役割なり、また任務という

ものが十分発揮されてないんじゃないかとい

うことを、私は毎回ここでまた繰り返し繰り

返ししゃべらないかぬということなんですけ

れども、その辺はどうなんでしょう。 

 

○吉田地域振興課長 まず、広域連携につい

ては、今でも、例えば天草においては、県境

を越えて雲仙とキリシタン文化遺産というこ

とで、そういった連携した取り組みというも

のに補助を行っております。あとは、玉名振

興局を中心に、島原、大牟田と連携した調査

事業であったり、上益城振興局のほうでは、

山都と高千穂というところの広域観光ルート

の検討調査など、そういうところを県の掘り

起こし事業なんかでやっておりまして、そう

いう形で県としても積極的に広げていきたい

と、他県も含めて広域連携を広げていきたい

というふうに思っております。 

 それともう１つ御指摘のあった、これまで

３年間こういう状況の中でというところでご

ざいますが、また後議のほうでも御提案をさ

せていただきますけれども、本年度、いろい

ろと関係者のお話を伺って、やはりなかなか

この点が使いづらいという御意見もいただき

ましたので、来年度につきましては、そうい
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った意見も踏まえて、チャレンジ事業がより

使いやすいような形になるよう制度を変えて

いきたいというふうに思っておりますので、

そういった形で県としてもより地域の方が使

いやすいような形で応援できるように頑張っ

てまいりたいというふうに思っております。 

 

○氷室雄一郎委員 わかりました。 

 減額が非常に多いものですから、今回の資

料を見まして、まあ細かい点もたくさんござ

いますけれども、もう少し、貴重な財源で地

域の活力を生み出さなければならないという

県の使命もありますので、しっかり取り組み

を私は重ねてお願いをしておきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○鬼海洋一委員 私も同じ質問をしたいとい

うふうに思っておりましたが、氷室先生のほ

うから出ましたから、同じような思いでこれ

は見ておりました。 

 特に、この数年来、振興局のあり方の問題

について、本会議の中でもたびたび議論をさ

せていただきましたし、そして、振興局その

ものがこれらの地域振興についてどういうぐ

あいに関与していくか、そういう組織的なあ

り方の問題についても随分議論させていただ

きましたし、その意味では、このチャレンジ

事業というのは、ある意味での目玉みたいな

財政的な対応をしていただいた結果だという

ふうに思っております。 

 ですから、これが――氷室委員のほうから

も何回も御指摘がありましたように、毎年同

じ質問をやっているという話がありました

が、それはやっぱり振興局のあり方の問題

で、振興局がそういう地域振興に対してどう

いうぐあいに関与していったらいいかという

基本的な姿勢といいますか、捉え方に問題が

あるんじゃないかというふうに思っていま

す。 

 それが１つと、それからもう一つは、やっ

ぱり市町村との連携がなければ、なかなかこ

の事業の使い道というのは出てこないわけで

すから、何回も御指摘があっておりました

し、私たちも本会議の中で議論してきました

ように、振興局そのものがこの事業をどうい

うぐあいに捉えて、どういうぐあいに地域振

興のために使っていくかという基本的な捉え

方、これはやっぱり庁内で少し議論をして取

り組んでいくということが大事ではないか

と。それがないと、ただ単にこの事業がある

から、何とかこの予算をいうような程度の使

い道では、せっかくつくられたものが生きて

こないのではないかというふうに思っていま

して、氷室先生の御意見にあわせて、その点

の解明といいますか、組織としての解明、こ

れをお願いしておきたいというふうに思いま

す。 

 

○山口ゆたか委員長 御意見として賜りま

す。 

 ほかにありませんか。 

 

○大西一史委員 14ページ、広報課にお尋ね

します。 

 首都圏広報業務は、これは先ほどの御説明

で、パブリシティーサポート業務委託とかと

いうようなことと、銀座熊本館のＡＳＯＢ

Ｉ・Ｂａｒでしたか、ということなんだろう

というふうに思いますが、パブリシティーは

かなり効果を上げているというふうに思うん

ですけれども、相当、私も先日も東京へ行っ

ていたときにも、かなりいろいろな東京の番

組あたりでも、やっぱり熊本の特集であると

か、そういったものが組まれていたり、最近

でもいろんな全国ネットの番組でも取り上げ

られるようになっているということで、かな

り大きいなというふうに思うんですが、この

パブリシティーの効果額というのは大体お幾

らぐらいというふうにはじいておられるの

か、お聞かせください。 
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○坂本広報課長 広報課でございます。 

 首都圏広報事業としまして、昨年、くまモ

ンを使って赤いほっぺが落ちるという事件を

起こしました。その事業、そのキャンペーン

だけで言いますと、今のところ９億5,000万

の広告効果、広告費換算額ということが出て

おります。そのほかに、いろんなメディアに

出しておりますほかの関係の熊本のものがあ

りまして、その集計というのはまだきちんと

はしておりませんが、その１つのキャンペー

ンにつきましては９億5,000万以上という数

字が出ております。 

 

○大西一史委員 ということは、全体として

のパブリシティー効果は把握されてないとい

うことですかね。 

 

○坂本広報課長 広報課です。 

 把握することにしております。毎月毎月定

期的にとっているということではないもので

すから、年度途中で定期的にとるようにはし

ております。年度末に、またしっかり報告を

させるようにしております。 

 

○大西一史委員 これは1,693万のうち、こ

のパブリシティーサポート業務に関しては、

昨年は990万だったと思うんですが、今年度

も同じぐらいということですかね。 

 

○坂本広報課長 同様で、ことし25年度は95

9万7,000円というものでございます。 

 

○大西一史委員 今ちょっとパブリシティ

ー、私はかなり効果を上げていると思ってい

るので、評価をしているので、これは、その

くまモンの赤いほっぺが落ちたというあの事

件というか何というか、私も非常に好意的に

インターネットだ何だいろいろ見せていただ

きましたが、やっぱり取り上げられる、話題

になるということは非常に大きなことで、な

かなかそれだけの広報費とか、要はテレビの

媒体を買おうと思えば、とてもこんな900万

ぐらいのお金ではどうにもならないようなも

のだろうというふうに思います。だからこ

そ、パブリシティーというのは非常に重要だ

ということで位置づけられていると思うんで

すね。そうであれば、今すぐに答えろとは言

いませんけれども、的確にその辺のことを把

握されて、よりもっともっと取り上げていた

だけるように、媒体等々とも協力をしながら

やっていただきたいということをお願いして

おきます。 

 以上です。 

 

○山口ゆたか委員長 ほかにありませんか。 

 

○髙木健次委員 29ページ、賦課徴収費なん

ですけれども、約５億の還付金が出ています

けれども、これは景気の動向によって、前年

度の予定の納税をした者が、要するにもうか

らなかったということで、取り過ぎた分を還

付するというあれだろうと思うんですけれど

も、この５億の中のウエートは、やっぱり大

手企業なのか。その時々の景気の動向で、例

えば自動車産業とか、ＩＣ産業とか、そうい

う企業の還付金というのは、統計をとる上で

も非常に気になるところだと思うんですよ

ね。この５億円のウエートというのは、大手

企業がある程度占めているものなのか、その

辺はいかがですか。 

 

○渡辺税務課長 ５億円と申しますのは減額

のほうでございまして、ことしの見込みとし

ては、一応８億円ほどの還付を見込んでおり

ます。 

 それと、申しわけございませんが、業種ご

とにちょっと今のところデータは持っており

ませんけれども、事業の実績を見ますと、基

本的には、やっぱり業種でいきますと、製造
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業のうちの機械あるいは建設業、こういった

ところは好調でございますので、そちらのほ

うとしては還付は出てないんじゃないかな

と、それ以外の部分ではないかというふうに

は思っております。 

 

○髙木健次委員 前年、前々年度あたりは非

常に不景気と言われた時期ですから、還付金

の８億ですか、あれからすればこの辺は非常

に少なかったんじゃないかと思うんですけれ

ども、今後の見通しとしては、非常に景気も

よくなってきているという状況ですから、こ

の辺は大分解消されてくるのかなというふう

に思いますけれども、予定納税というのは、

これはどうしても前もって予定でこれくらい

もうけがあるから、これぐらい税金が発生す

るだろうということでの計算でしょうけれど

も、何か返すときもあるし、また余分にもら

うというときもあるだろうし、非常に何かそ

の辺のシステムというのはわかりにくいんで

すけれども、これはやっぱりこういうシステ

ムでないといけないのか。 

 それと、過誤納還付金というこの名称、何

か誤って取ったというような感覚にもとれる

ような、これは統一されている名称でしょう

けれども、その辺の考えはいかがですか。 

 

○渡辺税務課長 この制度は国税のほうとも

連携しておりまして、ある程度規模のある企

業につきましては、前年度の半分を予定納税

していただきまして、確定申告でそこを精算

していただくということでございます。これ

は制度としてそういうことでなっております

ので、御理解いただければと。 

 

○髙木健次委員 わかりました。 

 

○岩下栄一委員 文化企画課ですけれども、

県劇の指定管理への管理運営業務委託ですけ

れども、指定管理の仕事の範囲というのは、

県劇の場合に限っていえば、どんな感じです

かね。 

 

○吉永文化企画課長 お答えいたします。 

 現在、指定管理者は、今第３期指定管理に

入っておりまして、平成24年から５年間とい

うことで、公益財団法人熊本県立劇場に対し

て行っております。 

 指定管理の委託の範囲ということでござい

ますけれども、基本的には施設の管理及び使

用料の徴収、そして実演芸術の企画振興等で

ございます。 

 

○岩下栄一委員 それはわかりました。 

 この議案にはちょっと直接は関係ないけれ

ども、前回も申し上げた、施設ですね。早い

話が、臭い話だけれども、トイレ。トイレが

依然として改善されておりませんけれども、

文化団体とかいろんな使用者が県劇のトイレ

は時代おくれだと、こういうふうな意見が随

分出ていますね。要するに、まあ臭い話はあ

んまりしたくないけれども、結局、ウオシュ

レットじゃないというのと、和式なんです

ね、ほとんどトイレは、という点がありま

す。 

 それと、いよいよゆめタウン大江が完成に

近づいているけれども、ゆめタウン大江との

駐車場の交渉というのは何かされているんで

すかね。ついでだからお尋ねしておきます。 

 

○吉永文化企画課長 今岩下委員から２点ご

ざいまして、トイレの関係とゆめタウンの関

係ということでございます。 

 トイレにつきましては、後議分でございま

すけれども、債務負担設定をしておりまし

て、来年度、トイレの一部改修をする予定に

しております。 

 ２点目のゆめタウンの駐車場の問題でござ

いますが、ゆめタウンは、報道でも御承知の

とおり、６月に開店するということでござい
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ますが、従前からゆめタウン側とは、駐車場

の相互の関係、連携について協議を行ってお

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

○岩下栄一委員 ありがとうございました。 

 県劇でコンサートホールと舞台芸能のほう

と両方同時に催し物がある場合は、もう駐車

場は全く足りないですね。ですから、ぜひ、

ゆめタウンの駐車場との何らかの契約で、あ

そこを借りるようにお願いしたいと思いま

す。 

 

○山口ゆたか委員長 ほかにありませんか。 

 

○溝口幸治委員 35ページ、川辺川ダム対策

課ですね。 

 計画調査費の川辺川総合対策費の減ですけ

れども、先ほど国との調整という話がありま

したので、もうちょっとそこを具体的にとい

うことと、今後の見通しについてはどうなっ

ているのかということをお聞かせいただきた

いと思います。 

 

○福山川辺川ダム総合対策課長 水没予定地

の利活用については、23年６月の３者合意に

よって国のほうが認めたわけですけれども、

その後、協議する場を通じて国、県、五木

村、３者でその話を進めております。 

 そして、河川予定地なものですから、構造

物については、非常に慎重に国のほうがいろ

いろ精査をするということでありますが、一

応今のところ、つい最近占用許可がおりてお

ります。そして、それと同時に、26年度か

ら、村や民間事業者が営利活動できるような

特例を認めるという方向で今調整をしており

ます。そのためには協議会をつくらなきゃい

けないということで、その準備も進めていま

す。 

 問題は、今回多目的広場の整備がおくれた

ということについては、協議会の前に構造物

について了解を取りつけるということがなか

なかうまくいかない部分がありまして、よう

やく多目的広場の整備について了解が取れた

んですけれども、繰り越しの形にならざるを

得なかったと。 

 今後については、基本的には協議会を通じ

て国、県、五木村、その３者が話し合いをし

ながら、今後の構造物の設置とか、そういう

ものについて計画的に進めていくということ

で、国は、基本的に水没予定地の利活用をで

きるだけ進めるという方向で協力をしていた

だいています。 

 以上です。 

 

○山口ゆたか委員長 ほかにありませんか。 

 

○大西一史委員 これは企画課かな。債務負

担行為の中で、東京事務所の職員宿舎等の賃

借のあれが出ていますけれども、これは２カ

年度ということになっているんだけれども、

大体契約としては２年ぐらいのことでやって

いるのか。 

 要は何が言いたいかというと、長く借り

て、安く借りるような方法というのがとれる

んじゃないかなというふうに思ったんです

が、これは契約次第ですが。というのが、こ

れから首都圏、今から家賃が恐らく上がって

いくというふうに思われるので、そういった

ことを考えなければならないんじゃないかと

思うんですが、その辺のことは何か検討され

ているのかどうかというのをちょっとお聞か

せください。 

 

○小原企画課長 企画課でございます。 

 今お尋ねの件でございますけれども、債務

負担行為につきましては、26年と27年と設定

してあるとおり、一部２年間続けて契約をす

る、自動契約というふうになってございま

す。１年契約と２年契約と、今半分という
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か、それぞれになってございます。今御指摘

のございました今後の契約の方法について

は、まだ具体的には考えておりませんけれど

も、今後、消費税の値上がりも含めて、そう

いったところも踏まえて検討もちょっとして

みたいと思っております。 

 

○大西一史委員 できるだけやっぱりそうい

うことを見通す、節約しながらですね。いい

方法をとっていただきたい。交渉次第でやっ

ぱりその辺は、長期で、しかも都道府県が借

りるということになれば、それなりに不動産

業者なりなんなりも割といい条件で貸してく

れるんじゃないかなというふうに思うので、

その辺はぜひやっていただきたいというふう

に思います。 

 それと、全体的にあと財政課のほうにお尋

ねなんですけれども、毎回毎回入札による残

というのが出ているんですけれども、今年度

分でトータルの入札残というのはどのくらい

かというのははじいておられますかね。 

 

○福島財政課長 済みません、今年度につい

ては、まだ全体額ははじいておりません。 

 

○大西一史委員 ちょっとわかったら教えて

いただきたいと思います。入札によってどの

ような効果があったのかということや予定価

格が本当にそれが適正かどうかということを

全体としてはかる上でも、その辺の把握とい

うのは必要なのかなと。あと、経年でどのく

らい変化したのかというのも教えていただき

たいというふうに思いますので。後ほどで結

構ですので、お願いいたします。 

 

○山口ゆたか委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩下栄一委員 要望でいいですか。 

 国民保護計画ですけれども、最近読んだ本

で「ホワイトアウト」という本が――読まれ

た方は結構いると思うけれども、霞が関の役

人が書いた架空小説ですけれども、結局、あ

れは最終章で、テロが原発の電源を攻撃する

――簡単なんですね。電源がやられただけで

冷却できないし、放射能が拡散されてしまう

んですけれども、ですから、玄海も川内も、

もし――ここに武力攻撃と書いてあるけれど

も、武力攻撃がなくても、電源を攻撃された

だけでも、一発で原発はだめになるんです

ね。そういうことを踏まえると、九州電力と

の防災協定はありますけれども、非常に、何

というかな、もっと緻密な、詳細な防災協定

を九電ときちんと結んでほしいなというふう

に思います。これは一応要望です。答えられ

てもいいけど、どなたか。 

 

○山口ゆたか委員長 要望としてお預かりさ

せていただきます。 

 ほかにありませんでしょうか。 

 

○橋口海平副委員長 37ページ、情報企画課

のスマートひかりタウン熊本推進事業、これ

はなかなか見えづらい事業かもしれないんで

すけれども、もっと見せるような努力という

か、例えばＷｉ－Ｆｉなども多言語化するな

ど、海外から来た人たちが――特に東アジア

戦略というのを行っているので、そちらの言

語にも対応できるような努力をしていただき

たいと思います。 

 以上、要望になりますが、よろしくお願い

いたします。 

 

○山口ゆたか委員長 要望だそうです。よろ

しくお願いします。 

 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○山口ゆたか委員長 なければ、これで質疑

を終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第３号、第11号、第15号及び第
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21号について、一括して採決したいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○山口ゆたか委員長 異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外４件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○山口ゆたか委員長 異議なしと認めます。

よって、議案第１号外４件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、その他に入りますが、後日、３月11

日、後議の委員会がありますので、本日は急

ぐ必要のある案件だけについてお願いしたい

と思います。 

 何かありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○山口ゆたか委員長 なければ、以上で本日

の議題は終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。大変御苦労さまでした。 

  午前11時20分閉会 
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